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は じ め に

本市では、南丹市総合振興計画において、市民一人一人の人権を尊重し、同和

問題や性別、年齢、国籍、障がいなどによるすべての差別を「しない」「させない」

「許さない」、共に生きるまちづくりを進める『人権啓発の推進』を施策の方針と

しています。

この方針を受け、多くの団体や市民の皆様のご協力のもと、あらゆる差別の解

消に向けて、すべての人々の人権が真に尊重される明るく住みよいまちを築くた

め、平成２０年３月に南丹市人権教育・啓発推進計画を策定しました。推進計画

では、あらゆる人々が、様々な機会に人権教育・啓発に参加することにより、人

権尊重を日常生活の中で習慣として身に付け、実践できるという意識が浸透した

『人権感覚の豊かな社会』を構築することを目的としています。

南丹市総合振興計画における施策の方針や、南丹市人権教育・啓発推進計画の

めざす目的の遂行のためには、市民の人権に関する意識などを把握する必要があ

りますが、平成１８年１月の南丹市発足以降（毎年実施している市民意識調査に

おいて一部行っているものの）、人権に関する市民の意識調査が行われてきません

でした。

このため、南丹市における今後の人権に関する施策をより効果的に進め、あわ

せて平成 29年度に策定予定の「(仮称)新南丹市人権教育・啓発推進計画」に反

映させることを目的に、平成26年２月に南丹市の人権に関する市民意識調査を

実施いたしました。

この報告書が、市民の皆様や関係機関をはじめ、多くの方々に活用され、『人権

感覚の豊かな社会』の構築の一助となればと願っています。

この調査の実施し際しまして、貴重なご助言をいただきました南丹市人権教

育・啓発推進協議会企画運営委員ならびに南丹市文化センター運営審議会委員を

はじめ、調査にご協力いただきました市民の皆様方に対し、心からお礼申し上げ

ます。

平成２６年７月

南丹市市民福祉部人権政策室
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Ⅰ．調査の概要
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１ 調査の目的

本調査は、人権に関する市民の意識を把握する中から、これまでの人権教育及び人権啓発の取り組

みに対する成果と現状の課題を整理し、今後の推進のための基礎資料とすることを目的に実施しまし

た。

２ 調査概要

●調 査 地 域：南丹市全域

●調査対象者：南丹市に在住する満20歳以上の男女個人

●抽 出 方 法：無作為抽出

●調 査 期 間：平成26年2月

●調 査 方 法：郵送配布・郵送回収による郵送調査法

３ 報告書の見方

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で

四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっ

ても合計値が100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、グラフ、

表においても反映しています。

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有

効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％を超える場合が

あります。

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難

なものです。

●図表中の「Ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に

該当する人）を表しています。

●本文中の設問の選択肢について、長い文は簡略化している場合があります。

調査対象者数

（配布数）
有効回収数 有効回収率

1,500 517 ３４.５％
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男性

38.7%

女性

53.0%

不明・無回答

8.3%

N=517

10.3 

12.8 

14.1 

15.3 

23.2 

16.2 

7.4 

0.8 

0% 10% 20% 30%

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

N=517

17.0 

18.4 

7.2 

15.7 

19.5 

3.9 

14.1 

3.1 

1.2 

0% 10% 20% 30%

自営業・事業主・

農業

会社員

公務員・団体職員

パート･アルバイト

家事専業

学生

仕事はしていない

その他

不明・無回答

N=517

４ 回答者の属性

本調査で得られた有効標本数は517であり、回答者の属性による内訳は以下のとおりです。

性別では、男性が38.7％、女性が53.0％と、女性が多くなっています。

年齢別では、60代が23.2％、70歳以上（７０代と８０歳以上の合計）が23.6％と、高齢層が

多く、以下、年代が下がるほど割合が減少し、50代15.3％、40代14.1％、30代12.8％、最も

少ない20代は10.3％です。

職業別では、「家事専業」が19.5％と最も多く、次いで「会社員」が18.4％、「自営業・事業主・

農業」が17.0％、「パート･アルバイト」が15.7％、「仕事はしていない」が14.1％、「公務員・団

体職員」が7.2％、「学生」が3.9％となっています。

以降、各設問における結果については、回答者の属性を踏まえながら見ていく必要があります。

●性別

●年齢 ●職業
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Ⅱ．調査結果
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37.9 

33.3 

35.0 

44.9 

27.5 

6.2 

11.2 

14.3 

11.2 

20.1 

30.0 

21.1 

9.5 

7.2 

8.9 

7.7 

16.8 

3.1 

3.1 

0% 20% 40% 60%

女性の人権問題

子どもの人権問題

高齢者の人権問題

障がいのある人の人権問題

同和問題

アイヌの人々の人権問題

外国人の人権問題

HIV（エイズウィルス）感染者やハンセン病患者など、

感染症患者の人権問題

刑を終えて出所した人の人権問題

犯罪被害者とその家族の人権問題

インターネット上での人権問題

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権問題

ホームレスの人権問題

性的指向（同性愛など）を理由とする人権問題

性同一性障がいを理由とする人権問題

強制労働等を目的とした人身取引（トラフィッキング）

による人権問題

東日本大震災に起因する人権問題

その他

不明・無回答

N=517

１ 人権に関する一般的意識と人権侵害の実態

（１）日本における人権問題で、関心のあるもの 〈複数回答〉 〔問 1〕

日本における人権問題で、関心のあるものについては、「障がいのある人の人権問題」が44.9％と

最も高く、次いで「女性の人権問題」が37.9％、「高齢者の人権問題」が35.0％、「子どもの人権

問題」が33.3％、「インターネット上での人権問題」が30.0％となっています。
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22.8 53.4 20.7 3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=517

そう思う どちらとも言えない そう思わない 不明・無回答

52.7

38.9

19.1

31.6

27.2

11.2

23.5

10.4

21.9

16.7

9.7

27.4

4.2

2.6

0% 20% 40% 60%

あらぬうわさをたてられたり、悪口、かげ口

仲間はずれや無視

名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと

差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分などにより、

不平等または不利益な取り扱いをされた）

職場における不当な待遇

役所や医療機関、福祉施設などでの不当な扱い

プライバシーの侵害（他人に知られたくない

個人的事項を知らされた）

セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ）

パワー・ハラスメント（職場的立場を利用した

いやがらせ）

暴力・脅迫・虐待・強要

ストーカー的行為（特定の人にしつこく

つきまとわれたりした）

インターネット上やメールなどでの誹謗中傷

その他

不明・無回答

N=383

（２）今の日本の社会は人権が尊重されている社会だと思うか〈単数回答〉〔問 2〕

今の日本の社会は人権が尊重されている社会だと思うかについては、「どちらとも言えない」が

53.4％と最も高く、また、「そう思う」が22.8％となっており、「そう思わない」をわずかに上回っ

ています。

（２）で「どちらとも言えない」または「そう思わない」を選んだ方

（２）－１ 経験したり見聞きした人権侵害〈複数回答〉〔問 2-1〕

経験したり見聞きした人権侵害については、「あらぬうわさをたてられたり、悪口、かげ口」が

52.7％と最も高く、次いで「仲間はずれや無視」が38.9％、「差別待遇（人種・信条・性別・社会

的身分などにより、不平等または不利益な取り扱いをされた）」が31.6％、「インターネット上やメ

ールなどでの誹謗中傷」が27.4％となっています。
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6.4 

12.8 

7.0 

8.9 

11.6 

3.5 

3.3 

6.6 

3.3 

10.8 

4.1 

3.9 

4.3 

4.4 

40.2 

14.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

年齢

学歴・出身校

職業

収入・財産

家柄

ひとり親家庭・両親なし

心身障がい・疾病

性別

独身

容姿

出生地

人種・民族・国籍

宗教・思想・信条

その他

差別をされたと思ったことはない

不明・無回答

N=517

（３）差別をされたり、人権を侵害されたと思った経験の有無とその内容〈複数回答〉

〔問 3〕

差別をされたり、人権を侵害されたと思った経験の有無とその内容については、「差別をされたと

思ったことはない」が40.2％と最も高くなっている一方、人権侵害の内容では「学歴・出身校」が

12.8％、「家柄」が11.6％、「容姿」が10.8％となっています。
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17.0 33.5

弁護士に相談する 1.9%

5.6

警察に相談する 0.4%

10.1 14.3 4.4 8.1

不明・無回答 1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=517

相手に抗議する 身近な人に相談する
弁護士に相談する 法務局や人権擁護委員に相談する
市役所や民生委員に相談する 警察に相談する
京都府（振興局等）に相談する 自分で対応について調べる
我慢する その他
わからない 不明・無回答

法務局や人権擁護委員

に相談する 2.9%

京都府（振興局等）に

相談する 0.0%

（４）差別をされたり、人権を侵害された場合にとる行動〈単数回答〉〔問 4〕

差別をされたり、人権を侵害された場合にとる行動については、「身近な人に相談する」が33.5％

と最も高く、次いで「相手に抗議する」が17.0％、「我慢する」が14.3％となっています。

※「京都府（振興局等）に相談する」については、回答がありませんでした。
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3.5 

6.4 

4.4 

4.1 

6.0 

1.0 

5.6 

2.1 

2.1 

6.8 

2.5 

3.5 

7.7 

4.4 

55.1 

9.1 

0% 20% 40% 60%

年齢

学歴・出身校

職業

収入・財産

家柄

ひとり親家庭・両親なし

心身障がい・疾病

性別

独身

容姿

出生地

人種・民族・国籍

宗教・思想・信条

その他

差別をしたことはない

不明・無回答

N=517

（５）他人を差別したり、人権を侵害した経験の有無とその内容〈複数回答〉〔問 5〕

他人を差別したり、人権を侵害した経験の有無とその内容については、「差別をしたことはない」

が55.1％と最も高くなっています。一方、人権侵害の内容では「宗教・思想・信条」が7.7％、「容

姿」が6.8％「学歴・出身校」が6.4％となっています。
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41.8 

41.2 

25.5 

28.0 

19.0 

22.4 

1.2 

13.3 

6.4 

3.7 

0% 20% 40% 60%

「男は仕事、女は家庭」などといった男女の

固定的な役割分担意識を他人に押し付けること

就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進に

おける男女差など、職場における待遇の違い

職場や学校などおけるセクシャル・ハラスメント

（性的いやがらせ）

夫や恋人など親しい関係にある男性からの

ドメスティック・バイオレンス（なぐる、暴言、

行動を監視することなど）

売春、買春、援助交際

テレビ、ビデオ、雑誌、インターネットなどによる

わいせつな情報の氾濫

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

２ 主な人権課題に関する意識

（１）女性に関することで、特に人権上問題があると思うこと〈複数回答〉〔問 6〕

女性に関することで、特に人権上問題があると思うことについては、『「男は仕事、女は家庭」など

といった男女の固定的な役割分担意識を他人に押し付けること』が41.8％と最も高く、次いで「就

職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進における男女差など、職場における待遇の違い」が41.2％

となっています。
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31.1 

23.0 

62.3 

24.8 

10.4 

34.4 

15.1 

2.5 

7.4 

2.7 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80%

女性に関する相談・支援体制を充実する

女性に対する犯罪の取締りを強化する

男女ともに、家事や育児・介護などを

両立できる環境を整備する

さまざまな意思決定や方針決定の場への

女性の参画を促進する

女性の人権を守るための啓発広報活動

等を進める

男女平等に関する教育を充実する

マスコミなどが紙面、番組、広報等の内容に

配慮するなどの自主的な取り組みを促進する

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（２）女性の人権を守るために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 7〕

女性の人権を守るために、必要だと思うことについては、「男女ともに、家事や育児・介護などを

両立できる環境を整備する」が62.3％と最も高く、次いで「男女平等に関する教育を充実する」が

34.4％、「女性に関する相談・支援体制を充実する」が31.1％となっています。



12

72.5 

49.7 

45.5 

49.5 

36.8 

43.1 

38.9 

38.5 

1.2 

3.3 

1.9 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80%

「仲間はずれ」や「無視」、身体への直接攻撃や

相手が嫌がることをしたりさせたりするなど、

いじめを行うこと

いじめをしている人や、いじめられている人を

見て見ぬふりをすること

子どもをなぐる、怒鳴るなどの

暴力行為をすること

親が子どもに食事を与えないなど、子どもの養育を

一時的にでもしないこと

大人が子どもの意見を無視したり、大人の考えを

おしつけたりすること

大人が子どもに犯罪をさせたりすること

児童買春、児童ポルノなど

インターネットやメールなどの書き込みなどで

特定の子どもを攻撃すること

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（３）子どもに関することで、特に人権上問題があると思うこと〈複数回答〉〔問 8〕

子どもに関することで、特に人権上問題があると思うことについては、『「仲間はずれ」や「無視」、

身体への直接攻撃や相手が嫌がることをしたりさせたりするなど、いじめを行うこと』が72.5％と

最も高く、次いで「いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをすること」が49.7％、

「親が子どもに食事を与えないなど、子どもの養育を一時的にでもしないこと」が49.5％となって

います。
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34.8 

30.6 

45.1 

45.5 

66.9 

46.8 

28.6 

26.7 

29.8 

3.7 

0.6 

2.1 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80%

子どもに関する相談体制を充実する

子どもの人権を守るための

教育・啓発活動を推進する

教師の資質・能力を高める

家庭の教育力を高める

子どもに他人への思いやりと

命の大切さを教える

子どもに善悪の判断ができるように教える

子どもの個性を尊重する

児童買春、児童ポルノなどの

取締りを強化する

インターネット上の有害情報に対し

フィルタリングの普及を促進する

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（４）子どもの人権を守るために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 9〕

子どもの人権を守るために、必要だと思うことについては、「子どもに他人への思いやりと命の大

切さを教える」が66.9％と最も高く、次いで「子どもに善悪の判断ができるように教える」が46.8％、

「家庭の教育力を高める」が45.5％、「教師の資質・能力を高める」が45.1％となっています。
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31.1 

34.6 

29.6 

35.2 

36.9 

41.8 

26.1 

23.4 

1.7 

4.4 

3.3 

3.9 

0% 20% 40% 60%

経済的に自立が困難なこと

働ける場所や能力を発揮する

機会が少ないこと

悪徳商法や振り込め詐欺の

被害者が多いこと

家庭内での看護や介護において

劣悪な処遇や虐待をすること

病院での看護や高齢者の施設に

おいて劣悪な処遇や虐待をすること

高齢者を邪魔者扱いすること

高齢者の意見や行動を尊重しないこと

年金搾取による経済的虐待をすること

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（５）高齢者に関することで、特に人権上問題があると思うこと〈複数回答〉〔問 10〕

高齢者に関することで、特に人権上問題があると思うことについては、「高齢者を邪魔者扱いする

こと」が41.8％と最も高く、次いで「病院での看護や高齢者の施設において劣悪な処遇や虐待をす

ること」が36.9％、「家庭内での看護や介護において劣悪な処遇や虐待をすること」が35.2％とな

っています。
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38.1 

18.6 

60.5 

22.6 

42.4 

20.9 

48.2 

1.4 

2.7 

3.1 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者に関する相談体制を充実する

高齢者の人権を守るための教育・啓発活動を推進する

高齢者が自立して生活しやすい環境にする

高齢者の就職機会を確保する

高齢者の能力が発揮できる機会をつくる

高齢者に対する犯罪の取締りを強化する

高齢者と地域の交流を促進する

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（６）高齢者の人権を守るために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 11〕

高齢者の人権を守るために、必要だと思うことについては、「高齢者が自立して生活しやすい環境

にする」が60.5％と最も高く、次いで「高齢者と地域の交流を促進する」が48.2％、「高齢者の能

力が発揮できる機会をつくる」が42.4％となっています。
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39.1 

28.8 

48.0 

21.9 

35.8 

46.4 

22.1 

13.0 

10.6 

26.5 

1.4 

3.1 

4.1 

3.1 

0% 20% 40% 60%

障がいのある人を、じろじろ見たり、

避けたりすること

障がいのある人の意見や

行動を尊重しないこと

差別的な発言や行動をすること

アパートや住宅へ入居するための

契約等が困難なこと

道路の段差解消、エレベーターの設置等、

暮らしやすいまちづくりが図られていないこと

働ける場所や能力を発揮する

機会が少ないこと

使える在宅サービスや

福祉施設・病院が少ないこと

地域の学校に通えないこと

スポーツ・文化活動・地域活動に

気軽に参加できないこと

近隣や地域の人とのふれあいや

理解を深めるような機会が少ないこと

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（７）障がいのある人が地域社会で生活するとき、特に人権上問題があると思うこと

〈複数回答〉〔問 12〕

障がいのある人が地域社会で生活するとき、特に人権上問題があると思うことについては、「差別

的な発言や行動をすること」が48.0％と最も高く、次いで「働ける場所や能力を発揮する機会が少

ないこと」が46.4％となっています。
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40.6 

33.3 

43.1 

62.5 

37.5 

27.9 

18.0 

22.8 

0.8 

1.7 

2.7 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80%

障がいのある人のための

相談・支援体制を充実する

障がいのある人の人権を守るための

教育・啓発活動を推進する

在宅サービスや通所等の福祉施設、

病院を充実する

障がいのある人が自立して生活

しやすい環境にする

障がいのある人の就職機会を確保する

障がいのある人とない人の

交流を促進する

障がいのある人が審議会などへ参加し

意見を反映させる機会を増やす

人権侵害があった場合に

救済するための体制を強化する

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（８）障がいのある人の人権を守るために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 13〕

障がいのある人の人権を守るために、必要だと思うことについては、「障がいのある人が自立して

生活しやすい環境にする」が62.5％と最も高く、次いで「在宅サービスや通所等の福祉施設、病院

を充実する」が43.1％、「障がいのある人のための相談・支援体制を充実する」が40.6％となって

います。
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94.0 5.2 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=517

知っている 知らない 不明・無回答

91.8 2.3 

0.0 

1.0 

2.5 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=486

これまでと同じように親しく付き合う

表面的には付き合うが、できるだけ付き合いを避けていく

付き合いをやめてしまう

その他

わからない

不明・無回答

（９）「同和問題」「部落差別」の認知度〈単数回答〉〔問 14〕

「同和問題」「部落差別」の認知度については、「知っている」が94.0％と最も高く、「知らない」

が5.2％となっています。

（９）で「知っている」を選んだ方

（９）－１ 親しい職場の人や、近所の人が同和地区出身の人であることが判かったと

きにとる行動〈単数回答〉〔問 15〕

日頃から親しく付き合っている職場の人や、近所の人が同和地区出身の人であることが判かったと

きにとる行動については、「これまでと同じように親しく付き合う」が91.8％と最も高く、「表面的

には付き合うが、できるだけ付き合いを避けていく」が2.3％となっています。

※「付き合いをやめてしまう」については、回答がありませんでした。
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72.2 14.6 

1.9 

0.8 

2.9 

6.2 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=486

子どもの意志を尊重する

親としては反対するが、子どもの意志が固ければ仕方がない

家族や親戚などの反対があれば、結婚を認めない

絶対に結婚を認めない

その他

わからない

不明・無回答

52.9 

34.2 

32.9 

35.6 

37.4 

21.4 

22.2 

36.0 

3.7 

7.2 

5.3 

3.3 

0% 20% 40% 60%

結婚問題で周囲が反対すること

就職の際や職場において不利な扱いをすること

地域社会で不利な扱いをすること

身元調査をすること

差別的な発言をすること

差別的な落書きをすること

インターネットを利用して差別的な情報を掲載すること

同和地区を避けるようなことを言ったり、したりすること

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=486

（９）で「知っている」を選んだ方

（９）－２ 子どもの結婚相手が、同和地区出身の人であった場合、どうするか

〈単数回答〉〔問 16〕

子どもの結婚しようとしている相手が、同和地区出身の人であると判かった場合、親としてどうす

るかについては、「子どもの意志を尊重する」が72.2％と最も高く、『認めない』（「親としては反対

するが、子どもの意志が固ければ仕方がない」「家族や親戚などの反対があれば、結婚を認めない」「絶

対に結婚を認めない」の合計）が17.3％となっています。

（９）で「知っている」を選んだ方

（９）－３ 同和問題で特に人権上問題があると思うこと〈複数回答〉〔問 17〕

同和問題で特に人権上問題があると思うことについては、「結婚問題で周囲が反対すること」が

52.9％と最も高く、次いで「差別的な発言をすること」が37.4％、「同和地区を避けるようなこと

を言ったり、したりすること」が 36.0％、「身元調査をすること」が35.6％、「就職の際や職場に

おいて不利な扱いをすること」が34.2％となっています。
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22.4 

46.1 

16.0 

42.2 

12.1 

16.9 

8.2 

7.8 

9.7 

3.7 

0% 20% 40% 60%

同和問題にかかる人権相談などを充実する

学校や地域における人権教育を推進する

広報紙・ＣＡＴＶや人権講演会などにより

人権啓発を推進する

市民一人ひとりが、同和問題について、

正しい理解を深めるよう研修などをする

同和地区の人たちが、積極的に行政や

同和地区外の人に働きかけていく

同和地区以外の人たちが、交流を活発にし、

まちづくりをすすめる

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=486

（９）で「知っている」を選んだ方

（９）－４ 同和問題を解決するために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 18〕

同和問題を解決するために、必要だと思うことについては、「学校や地域における人権教育を推進

する」が46.1％と最も高く、次いで「市民一人ひとりが、同和問題について、正しい理解を深める

よう研修などをする」が42.2％となっています。
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18.4 

14.9 

30.2 

17.8 

29.0 

24.6 

32.3 

23.6 

1.0 

9.7 

8.9 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40%

外国人を、じろじろ見たり、避けたりすること

外国人の意見や行動を尊重しないこと

差別的な発言や行動をすること

住宅への入居が困難なこと

外国人が働ける場所や能力を

発揮する機会が少ないこと

施設・道路・鉄道案内の外国語表記など、

外国人にも暮らしやすいまちづくりが

図られていないこと

外国語で対応できる行政相談窓口や

病院・施設が少ないこと

近隣や地域の人とのふれあいや

理解を深める機会が少ないこと

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（10）外国人が地域社会で生活する上で、特に人権上問題があると思うこと〈複数回答〉

〔問 19〕

外国人が地域社会で生活する上で、特に人権上問題があると思うことについては、「外国語で対応

できる行政相談窓口や病院・施設が少ないこと」が32.3％と最も高く、次いで「差別的な発言や行

動をすること」が30.2％、「外国人が働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと」が29.0％と

なっています。



22

47.4 

24.2 

23.0 

24.2 

22.2 

45.1 

1.5 

6.8 

7.4 

3.9 

0% 20% 40% 60%

互いが、ともに暮らす市民であることの理解を

深める教育・啓発を進める

外国語による情報提供を充実させる

外国語による相談の場を増やす

外国人のための日本語教室を充実させる

外国人のための福祉・医療等の制度を充実させる

外国人と日本人の相互理解と交流を進める

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（11）外国人の人権を守るために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 20〕

外国人の人権を守るために、必要だと思うことについては、「互いが、ともに暮らす市民であるこ

との理解を深める教育・啓発を進める」が47.4％と最も高く、次いで「外国人と日本人の相互理解

と交流を進める」が45.1％となっています。
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42.7 

27.1 

30.0 

18.6 

15.1 

33.3 

29.6 

1.2 

7.0 

16.4 

4.6 

0% 20% 40% 60%

患者・感染者のプライバシーを守らないこと

就職の際や職場において不利な扱いをすること

病院での治療や入院を断ること

結婚を断ったり、周囲が結婚を反対すること

無断でエイズ検査をすること

差別的な発言や行動をすること

患者・感染者を避けるようなことを

言ったり、したりすること

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（12）エイズ患者・ＨＩＶ感染者に関することで、特に人権上問題があると思うこと

〈複数回答〉〔問 21〕

エイズ患者・ＨＩＶ感染者に関することで、特に人権上問題があると思うことについては、「患者・

感染者のプライバシーを守らないこと」が42.7％と最も高く、次いで「差別的な発言や行動をする

こと」が33.3％、「病院での治療や入院を断ること」が30.0％となっています。
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54.4 

20.3 

52.0 

18.8 

19.3 

22.8 

1.7 

4.6 

12.8 

3.7 

0% 20% 40% 60%

プライバシーに配慮した医療体制や

カウンセリング体制を充実する

患者・感染者への偏見や差別をなくすための啓発活動

（街頭キャンペーン、テレビ新聞広告、イベント等）

エイズ・ＨＩＶに関する正しい知識を義務教育の中で

児童生徒に教える

患者・感染者を支援するため、行政、医療機関、

ＮＧＯ等のネットワーク化を進める

患者・感染者の生活を支援する

患者・感染者の治療費を援助する

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（13）エイズ患者・ＨＩＶ感染者の人権を守るために、必要だと思うこと〈複数回答〉

〔問 22〕

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の人権を守るために、必要だと思うことについては、「プライバシーに

配慮した医療体制やカウンセリング体制を充実する」が54.4％と最も高く、次いで「エイズ・ＨＩ

Ｖに関する正しい知識を義務教育の中で児童生徒に教える」が52.0％となっています。
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69.8 

32.9 

27.3 

40.6 

20.3 

24.2 

1.2 

3.1 

10.8 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80%

過剰な取材などによる、私生活の平穏を妨げる

ことやプライバシーの侵害

犯罪行為で受ける精神的・経済的負担

犯罪被害者等が人権侵害の相談をする公的相談機関

の対応が十分でない

事件に関する周囲からのうわさ話

刑事裁判や手続きに犯罪被害者等の声が十分に

反映されていない

捜査・刑事裁判で受ける精神的負担

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（14）犯罪被害者やその家族の人権問題で、特に人権上問題があると思うこと

〈複数回答〉〔問 23〕

犯罪被害者やその家族の人権問題で、特に人権上問題があると思うことについては、「過剰な取材

などによる、私生活の平穏を妨げることやプライバシーの侵害」が69.8％と最も高く、次いで「事

件に関する周囲からのうわさ話」が40.6％となっています。
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71.0 

35.8 

27.9 

34.8 

33.1 

0.8 

2.9 

8.9 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80%

プライバシーに配慮した取材活動や報道

犯罪被害者等の安全の確保

犯罪被害者等への国の十分な補償

捜査や裁判の過程における配慮

犯罪被害者等に対する相談体制の充実

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（15）犯罪被害者等の人権が守られるために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 24〕

犯罪被害者等の人権が守られるために、必要だと思うことについては、「プライバシーに配慮した

取材活動や報道」が71.0％と最も高く、次いで「犯罪被害者等の安全の確保」が35.8％、「捜査や

裁判の過程における配慮」が34.8％、「犯罪被害者等に対する相談体制の充実」が33.1％となって

います。
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64.6 

40.2 

32.9 

28.2 

19.0 

0.8 

3.9 

10.4 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80%

他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する

表現等、人権を侵害する情報を掲載すること

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場

となっていること

悪質商法によるインターネット取引での被害

捜査の対象となっている未成年者の実名や

顔写真を掲載すること

ネットポルノが存在すること

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（16）インターネット上（パソコン、スマートフォン、携帯電話）に関することで、特

に人権上問題があると思うこと〈複数回答〉〔問 25〕

インターネット上（パソコン、スマートフォン、携帯電話）に関することで、特に人権上問題があ

ると思うことについては、「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等、人権を侵害する情報

を掲載すること」が64.6％と最も高く、次いで「出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となってい

ること」が40.2％となっています。
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27.1 

33.5 

29.6 

41.0 

53.6 

1.5 

3.1 

13.2 

5.8 

0% 20% 40% 60%

インターネットによる人権侵害を受けた人

のための相談体制を充実する

インターネット利用者やプロバイダ等に対して、

個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解

を深めるための教育・啓発活動を推進する

学校や地域での学習（研修）する機会をつくる

プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める

違法な情報発信者に対する監視・取締りを強化する

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（17）インターネット上（パソコン、スマートフォン、携帯電話）における人権侵害を

防ぐために、必要だと思うこと〈複数回答〉〔問 26〕

インターネット上（パソコン、スマートフォン、携帯電話）における人権侵害を防ぐために、必要

だと思うことについては、「違法な情報発信者に対する監視・取締りを強化する」が53.6％と最も高

く、次いで「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」が41.0％となっています。



29

54.4 

51.1 

7.2 

22.2 

11.2 

10.3 

10.8 

31.9 

20.1 

31.7 

15.3 

3.5 

3.5 

1.9 

1.9 

0% 20% 40% 60%

学校

講演会、研修会

キャンペーン等のイベント

広報紙

パンフレットなどの資料

ポスター

インターネット

テレビ・ラジオ

映画・ビデオ

新聞・雑誌

本（雑誌以外）

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

３ 今後の学習に関する意識

（１）人権問題に関する知識や情報を何から得たか〈複数回答〉〔問 27〕

人権問題に関する知識や情報を何から得たかについては、「学校」が54.4％と最も高く、次いで「講

演会、研修会」が51.1％、「テレビ・ラジオ」が31.9％、「新聞・雑誌」が31.7％となっています。
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33.5 

60.2 

35.2 

43.3 

29.2 

18.6 

2.1 

3.1 

5.8 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80%

人権意識を高めるための市民啓発の充実

学校や地域における人権教育の充実

社会に見られる不合理な格差を

解消するための施策の充実

教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など

人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人の

人権意識の向上

企業における人権意識の向上

人権侵害に対する救済策の強化

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（２）人権が尊重される社会を実現するために、今後必要となる取組〈複数回答〉

〔問 28〕

人権が尊重される社会を実現するために、今後必要となる取組については、「学校や地域における

人権教育の充実」が60.2％と最も高く、次いで「教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員な

ど人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人の人権意識の向上」が43.3％となっています。
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46.0 

15.3 

19.9 

25.3 

36.8 

17.4 

8.5 

10.6 

5.2 

5.2 

9.1 

3.3 

0% 20% 40% 60%

講演会、研修会

キャンペーン等のイベント

演劇やコンサート・映画会

ＣＡＴＶの活用

「広報なんたん」での啓発記事の充実

パンフレットなどの資料配布

ポスターの掲出

ホームページによる情報の充実

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（３）市が今後、充実させていくべき取組〈複数回答〉〔問 29〕

市民が人権についての理解を深めていくために、市が今後、充実させていくべき取組については、

「講演会、研修会」が46.0％と最も高く、次いで『「広報なんたん」での啓発記事の充実』が36.8％

となっています。
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69.6 

46.0 

54.5 

38.3 

37.3 

33.7 

1.5 

1.4 

2.5 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

人権に対する正しい知識を身につけること

時代錯誤の固定観念にとらわれないこと

他人の立場や権利を尊重すること

自分が生活している地域の人々を大切にすること

家庭が互いの立場や権利を大切にすること

職場で、人権を尊重する意識を高めあうこと

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=517

（４）人権を尊重しあうために、市民一人ひとりが取り組むべきこと〈複数回答〉〔問 30〕

人権を尊重しあうために、市民一人ひとりが取り組むべきことについては、「人権に対する正しい

知識を身につけること」が69.6％と最も高く、次いで「他人の立場や権利を尊重すること」が54.5％、

「時代錯誤の固定観念にとらわれないこと」が46.0％となっています。
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Ⅲ．付属資料
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1.南丹市の人権に関する市民意識調査

～ ご協 力のお願い ～
きょうりょく ねが

南丹市では、人権尊重の意識を高めるための人権教育・啓発事業をはじめ、人権に関するさま
なんたん し じんけんそんちょう い し き たか じんけんきょういく けいはつじぎょう じんけん かん

ざまな施策に取り組んでいます。
し さ く と く

平成20年3月に「南丹市人権教育・啓発推進計画」を策定してから5年が経過したことから、今後
へいせい ねん がつ なんたん し じんけんきょういく けいはつすいしんけいかく さくてい ねん け い か こ ん ご

の人権に関する施策をより効果的に進め、あわせて平成29年度に策定予定の「（仮称）新南丹市
じんけん かん し さ く こうかてき すす へいせい ね ん ど さくていよ て い かしょう しんなんたん し

人権教育・啓発推進計画」に反映するため、アンケート調査を実施することとなりました。
じんけんきょういく けいはつすいしんけいかく はんえい ちょうさ じ っ し

このアンケートは、市民の皆様の人権に関する意識などを把握し、新推進計画の基礎資料とする
し み ん みなさま じんけん かん い し き は あ く しんすいしんけいかく き そ し り ょ う

ものです。今回は市内にお住まいの２０歳以上の方の中から、無作為に選ばせていただいた
こんかい し な い す さいいじょう かた なか む さ く い えら

1,５00人の方にお願いしております。お答えいただいた結果は、統計的に処理を行います。
にん かた ねが こた け っ か とうけいてき し ょ り おこな

また、調査票は無記名となっており、調査目的以外には使用いたしません。調査項目が多くお
ちょうさひょう む き め い ちょうさもくてきいがい し よ う ちょうさこうもく おお

手数をおかけいたしますが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協 力をお願いいたします。
て す う ほんちょうさ し ゅ し り か い きょうりょく ねが

平成２６年２月
へいせい ねん がつ

南丹市長 佐々木 稔 納
なんたんしちょう さ さ き とし のり

次のページからアンケート調査票に直接回答してください。
つぎ ちょうさひょう ちょくせつかいとう

－ ご記入にあたってのお願い －
きにゅう ねが

１． この調査は、あて名のご本人が、ご自身のお考えでご記入ください。
ちょうさ な ほんにん じ し ん かんが きにゅう

２． 回答は、番号を○で囲んでください。回答数は設問によって違いますのでご注意くださ
かいとう ばんごう かこ かいとうすう せつもん ちが ちゅうい

い。

３． 回答の中で「その他」を選んだ場合は、お手数ですが（ ）内に具体的な内容をでき
かいとう なか た えら ば あ い て す う ない ぐたいてき ないよう

る限りご記入ください。
かぎ きにゅう

４． ご記入いただいたアンケート調査票は、２月２８日（金）までに、同封の返信用封筒
きにゅう ちょうさひょう がつ にち きん どうふう へんしんようふうとう

に入れて郵便ポストに投函してください。（切手は不要です。）
い ゆうびん とうかん き っ て ふ よ う

－ 平成２５年度 －
へいせい ね ん ど

南丹市の人権に関する市民意識調査
なんたん し じんけん かん し み ん い し きちょうさ

この調査に関するお問い合わせ先
ちょうさ かん と あ さき

南丹市役所 人権政策室 TEL：(0771)68-0015 / FAX：63-2850
なんたん し やくしょ じんけんせいさくしつ
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●まず、あなたご自身について教えてください。あてはまる番号に○をつけてください。
じ し ん おし ばんごう

※平成 年 月 日現在でご記入願います。
へいせい ねん がつ にちげんざい きにゅうねが

１．女性の人権問題
じょせい じんけんもんだい

２．子どもの人権問題
こ じんけんもんだい

３．高齢者の人権問題
こうれいしゃ じんけんもんだい

４．障がいのある人の人権問題
しょう ひと じんけんもんだい

５．同和問題
ど う わもんだい

６．アイヌの人々の人権問題
ひとびと じんけんもんだい

７．外国人の人権問題
がいこくじん じんけんもんだい

８．HIV（エイズウィルス）感染者やハンセン病患者など、感染症患者の人権問題
かんせんしゃ びょうかんじゃ かんせんしょうかんじゃ じんけんもんだい

９．刑を終えて出所した人の人権問題
けい お しゅっしょ ひと じんけんもんだい

10．犯罪被害者とその家族の人権問題
はんざいひがいしゃ か ぞ く じんけんもんだい

11．インターネット上での人権問題
じょう じんけんもんだい

12．北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権問題
きたちょうせんとうきょく ら ち ひがいしゃとう じんけんもんだい

性 別
せい べつ

１．男 性 ２．女 性
だん せい じょ せい

年 齢
ねん れい

１．２０～２９歳 ２．３０～３９歳 ３．４０～４９歳
さい さい さい

４．５０～５９歳 ５．６０～６９歳 ６．７０～７９歳
さい さい さい

７．８０歳以上
さいいじょう

職 業等
しょくぎょうとう

１．自営業・事業主・農業 ２．会社員
じえいぎょう じぎょうぬし のうぎょう かいしゃいん

３．公務員・団体職員 ４．パート･アルバイト
こうむいん だんたいしょくいん

５．家事専業 ６．学生
か じ せんぎょう がくせい

７．仕事はしていない ８．その他（ ）
し ご と た

問１
とい

日本における人権問題について、あなたが関心のあるものはどれですか。あてはま
に ほ ん じんけんもんだい かんしん

る番号に○をつけてください（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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13．ホームレスの人権問題
じんけんもんだい

14．性的指向（同性愛など）を理由とする人権問題
せいてきし こ う どうせいあい り ゆ う じんけんもんだい

15．性同一性障がいを理由とする人権問題
せいどういつせいしょう り ゆ う じんけんもんだい

16．強制労働等を目的とした人身取引（トラフィッキング）による人権問題
きょうせいろうどうとう もくてき じんしんとりひき じんけんもんだい

17．東日本大震災に起因する人権問題
ひがしにほんだいしんさい き い ん じんけんもんだい

18．その他（ ）
た

１．そう思う
おも

２．どちらとも言えない
い

３．そう思わない
おも

１．あらぬうわさをたてられたり、悪口、かげ口
わるぐち ぐち

２．仲間はずれや無視
な か ま む し

３．名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりしたこと
め い よ しんよう きず ぶじょく う

４．差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分などにより、不平等または不利益な取り扱
さ べ つたいぐう じんしゅ しんじょう せいべつ しゃかいてきみぶん ふびょうどう ふ り え き と あつか

いをされた）

５．職場における不当な待遇
しょくば ふ と う たいぐう

６．役所や医療機関、福祉施設などでの不当な扱い
やくしょ いりょうき か ん ふ く し し せ つ ふ と う あつか

７．プライバシーの侵害（他人に知られたくない個人的事項を知らされた）
しんがい た に ん し こじんてきじこう し

問２
とい

あなたは、今の日本の社会は人権が尊重されている社会だと思いますか。あては
いま に ほ ん しゃかい じんけん そんちょう しゃかい おも

まる番号に一つだけ○をつけてください。
ばんごう ひと

問2-1
とい

問２で「２．どちらとも言えない」「３．そう思わない」と答えた理由は、どのよ
とい い おも こた り ゆ う

うなことがあるからですか。見聞きしたことも含め、あてはまる番号に○をつけて
み き ふく ばんごう

ください。（複数回答可）
ふくすうかいとうか

→ 問３へお進みください
とい すす

→ 問２－１へお進みください
とい すす
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８．セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ）
せいてき

９．パワー・ハラスメント（職場的立場を利用したいやがらせ）
しょくばてきたちば り よ う

10．暴力・脅 迫・虐 待・強要
ぼうりょく きょうはく ぎゃくたい きょうよう

11．ストーカー的行為（特定の人にしつこくつきまとわれたりした）
てきこ う い とくてい ひと

12．インターネット上やメールなどでの誹謗中 傷
じょう ひ ぼ うちゅうしょう

13．その他（ ）
た

１．年齢
ねんれい

２．学歴・出身校
がくれき しゅっしんこう

３．職 業
しょくぎょう

４．収 入・財産
しゅうにゅう ざいさん

５．家柄
いえがら

６．ひとり親家庭・両親なし
おやか て い りょうしん

７．心身障がい・疾病
しんしんしょう しっぺい

８．性別
せいべつ

９．独身
どくしん

10．容姿
よ う し

11．出生地
しゅっせ い ち

12．人種・民族・国籍
じんしゅ みんぞく こくせき

13．宗 教・思想・信条
しゅうきょう し そ う しんじょう

14．その他（ ）
た

15．差別をされたと思ったことはない
さ べ つ おも

問３
とい

あなたは、差別をされたり、人権を侵害されたと思ったことがありますか。その内
さ べ つ じんけん しんがい おも ない

容としてあてはまる番号に○をつけてください。(複数回答可)
よう ばんごう ふくすうかいとうか



38

１．相手に抗議する
あ い て こう ぎ

２．身近な人に相談する
み ぢ か ひと そうだん

３．弁護士に相談する
べ ん ご し そうだん

４．法務局や人権擁護委員に相談する
ほうむきょく じんけんようごいいん そうだん

５．市役所や民生委員に相談する
しやくしょ みんせいい い ん そうだん

６．警察に相談する
けいさつ そうだん

７．京都府（振興局等）に相談する
きょうとふ しんこうきょくとう そうだん

８．自分で対応について調べる
じ ぶ ん たいおう しら

９．我慢する
がまん

10．その他（ ）
た

11．わからない

１．年齢
ねんれい

２．学歴・出身校
がくれき しゅっしんこう

３．職 業
しょくぎょう

４．収 入・財産
しゅうにゅう ざいさん

５．家柄
いえがら

６．ひとり親家庭・両親なし
おやか て い りょうしん

７．心身障がい・疾病
しんしんしょう しっぺい

８．性別
せいべつ

問４
とい

もしあなたが差別されたり、人権を侵害された場合、まずどのような行動をします
さ べ つ じんけん しんがい ば あ い こうどう

か。あてはまる番号に一つだけ○をつけてください。
ばんごう ひと

問５
とい

あなたは、他人を差別したり、人権を侵害したことがありますか。その差別の内容
さ べ つ じんけん しんがい さ べ つ ないよう

としてあてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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９．独身
どくしん

10．容姿
よ う し

11．出生地
しゅっせ い ち

12．人種・民族・国籍
じんしゅ みんぞく こくせき

13．宗 教・思想・信条
しゅうきょう し そ う しんじょう

14．その他（ ）
た

15．差別をしたことはない
さ べ つ

１．「男は仕事、女は家庭」などといった男女の固定的な役割分担意識を他人に押し付ける
おとこ し ご と おんな か て い だんじょ こていてき やくわりぶんたんいしき た に ん お つ

こと

２．就 職時の採用条件、仕事の内容、昇 給 昇 進における男女差など、職場における待遇
しゅうしょく じ さいようじょうけん し ご と ないよう しょうきゅうしょうしん だんじょさ しょくば たいぐう

の違い
ちが

３．職場や学校などおけるセクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ）
しょくば がっこう せいてき

４．夫や恋人など親しい関係にある男性からのドメスティック・バイオレンス（なぐる、暴
おっと こいびと した かんけい だんせい ぼう

言、行動を監視することなど）
げん こうどう か ん し

５．売春、買春、援助交際
ばいしゅん かいしゅん えんじょこうさい

６．テレビ、ビデオ、雑誌、インターネットなどによるわいせつな情報の氾濫
ざ っ し じょうほう はんらん

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

問６
とい

あなたは、女性に関することで、特に人権上問題があると思われるのはどのよう
じょせい かん とく じんけんじょうもんだい おも

なことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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１．女性に関する相談・支援体制を充実する
じょせい かん そうだん し え んたいせい じゅうじつ

２．女性に対する犯罪の取締りを強化する
じょせい たい はんざい とりしまり きょうか

３．男女ともに、家事や育児・介護などを両立できる環境を整備する
だんじょ か じ い く じ か い ご りょうりつ かんきょう せ い び

４．さまざまな意思決定や方針決定の場への女性の参画を促進する
い し け っ て い ほうしんけってい ば じょせい さんかく そくしん

５．女性の人権を守るための啓発広報活動等を進める
じょせい じんけん まも けいはつこうほうかつどうとう すす

６．男女平等に関する教育を充実する
だんじょびょうどう かん きょういく じゅうじつ

７．マスコミなどが紙面、番組、広報等の内容に配慮するなどの自主的な取り組みを促進する
し め ん ばんぐみ こうほうとう ないよう はいりょ じしゅてき と く そくしん

８．その他（ ）
た

９．特にない
とく

10．わからない

１．「仲間はずれ」や「無視」、身体への直接攻撃や相手が嫌がることをしたりさせたりする
な か ま む し しんたい ちょくせつこうげき あ い て いや

など、いじめを行うこと
おこな

２．いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをすること
ひと ひと み み

３．子どもをなぐる、怒鳴るなどの暴力行為をすること
こ ど な ぼうりょくこ う い

４．親が子どもに食事を与えないなど、子どもの養育を一時的にでもしないこと
おや こ しょくじ あた こ よういく いちじてき

５．大人が子どもの意見を無視したり、大人の考えをおしつけたりすること
お と な こ い け ん む し お と な かんが

６．大人が子どもに犯罪をさせたりすること
お と な こ はんざい

７．児童買春、児童ポルノなど
じ ど うかいしゅん じ ど う

問７
とい

あなたは、女性の人権を守るためには、どのようなことが必要だと思いますか。あ
じょせい じんけん まも ひつよう おも

てはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問８
とい

あなたは、子どもに関することで、特に人権上問題があると思われるのはどのよ
こ かん とく じんけんじょうもんだい おも

うなことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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８．インターネットやメールなどの書き込みなどで特定の子どもを攻撃すること
か こ とくてい こ こうげき

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

11．わからない

１．子どもに関する相談体制を充実する
こ かん そうだんたいせい じゅうじつ

２．子どもの人権を守るための教育・啓発活動を推進する
こ じんけん まも きょういく けいはつかつどう すいしん

３．教師の資質・能力を高める
きょうし し し つ のうりょく たか

４．家庭の教 育 力を高める
か て い きょういくりょく たか

５．子どもに他人への思いやりと命の大切さを教える
こ た に ん おも いのち たいせつ おし

６．子どもに善悪の判断ができるように教える
こ ぜんあく はんだん おし

７．子どもの個性を尊重する
こ こ せ い そんちょう

８．児童買春、児童ポルノなどの取締りを強化する
じ ど うかいしゅん じ ど う とりしま きょうか

９．インターネット上の有害情報に対しフィルタリングの普及を促進する
じょう ゆうがいじょうほう たい ふきゅう そくしん

10．その他（ ）
た

11．特にない
とく

12．わからない

※この問における「フィルタリング」とは、インターネット上の有害なページなどを一定の基準
とい じょう ゆうがい いってい きじゅん

で評価判別し、選択的に排除する機能のこと。
ひょうかはんべつ せんたくてき はいじょ き の う

問９
とい

あなたは、子どもの人権を守るためには、どのようなことが必要だと思いますか。
こ じんけん まも ひつよう おも

あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問10
とい

あなたは、高齢者に関することで、特に人権上問題があると思われるのはどのよ
こうれいしゃ かん とく じんけんじょうもんだい おも

うなことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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１．経済的に自立が困難なこと
けいざいてき じ り つ こんなん

２．働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと
はたら ば し ょ のうりょく は っ き き か い すく

３．悪徳商法や振り込め詐欺の被害者が多いこと
あくとくしょうほう ふ こ さ ぎ ひがいしゃ おお

４．家庭内での看護や介護において劣悪な処遇や虐待をすること
かていない か ん ご か い ご れつあく しょぐう ぎゃくたい

５．病院での看護や高齢者の施設において劣悪な処遇や虐待をすること
びょういん か ん ご こうれいしゃ し せ つ れつあく しょぐう ぎゃくたい

６．高齢者を邪魔者扱いすること
こうれいしゃ じゃまものあつか

７．高齢者の意見や行動を尊重しないこと
こうれいしゃ い け ん こうどう そんちょう

８．年金搾取による経済的虐 待をすること
ねんきんさくしゅ けいざいてきぎゃくたい

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

11．わからない

１．高齢者に関する相談体制を充実する
こうれいしゃ かん そうだんたいせい じゅうじつ

２．高齢者の人権を守るための教育・啓発活動を推進する
こうれいしゃ じんけん まも きょういく けいはつかつどう すいしん

３．高齢者が自立して生活しやすい環境にする
こうれいしゃ じ り つ せいかつ かんきょう

４．高齢者の就 職機会を確保する
こうれいしゃ しゅうしょくき か い か く ほ

５．高齢者の能力が発揮できる機会をつくる
こうれいしゃ のうりょく は っ き き か い

６．高齢者に対する犯罪の取締りを強化する
こうれいしゃ たい はんざい とりしま きょうか

７．高齢者と地域の交流を促進する
こうれいしゃ ち い き こうりゅう そくしん

８．その他（ ）
た

９．特にない
とく

10．わからない

問11
とい

あなたは、高齢者の人権を守るためには、どのようなことが必要だと思いますか。
こうれいしゃ じんけん まも ひつよう おも

あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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１．障がいのある人を、じろじろ見たり、避けたりすること
しょう ひと み さ

２．障がいのある人の意見や行動を尊重しないこと
しょう ひと い け ん こうどう そんちょう

３．差別的な発言や行動をすること
さべつてき はつげん こうどう

４．アパートや住宅へ入居するための契約等が困難なこと
じゅうたく にゅうきょ けいやくとう こんなん

５．道路の段差解消、エレベーターの設置等、暮らしやすいまちづくりが図られていないこ
ど う ろ だ ん さかいしょう せ っ ちとう く はか

と

６．働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと
はたら ば し ょ のうりょく は っ き き か い すく

７．使える在宅サービスや福祉施設・病院が少ないこと
つか ざいたく ふ く し し せ つ びょういん すく

８．地域の学校に通えないこと
ち い き がっこう かよ

９．スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと
ぶ ん かかつどう ちいきかつどう き が る さ ん か

10．近隣や地域の人とのふれあいや理解を深めるような機会が少ないこと
きんりん ち い き ひと り か い ふか き か い すく

11．その他（ ）
た

12．特にない
とく

13．わからない

１．障がいのある人のための相談・支援体制を充実する
しょう ひと そうだん し え んたいせい じゅうじつ

２．障がいのある人の人権を守るための教育・啓発活動を推進する
しょう ひと じんけん まも きょういく けいはつかつどう すいしん

３．在宅サービスや通所等の福祉施設、病院を充実する
ざいたく つうしょとう ふ く し し せ つ びょういん じゅうじつ

問12
とい

あなたは、障がいのある人が地域社会で生活するとき、特に人権上問題があると
しょう ひと ち い きしゃかい せいかつ とく じんけんじょうもんだい

思われるのはどのようなことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数
おも ばんごう ふくすう

回答可）
かいとう か

問13
とい

あなたは、障がいのある人の人権を守るためには、どのようなことが必要だと思
しょう ひと じんけん まも ひつよう おも

いますか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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４．障がいのある人が自立して生活しやすい環境にする
しょう ひと じ り つ せいかつ かんきょう

５．障がいのある人の就 職機会を確保する
しょう ひと しゅうしょくき か い か く ほ

６．障がいのある人とない人の交流を促進する
しょう ひと ひと こうりゅう そくしん

７．障がいのある人が審議会などへ参加し意見を反映させる機会を増やす
しょう ひと しんぎ か い さ ん か い け ん はんえい き か い ふ

８．人権侵害があった場合に救済するための体制を強化する
じんけんしんがい ば あ い きゅうさい たいせい きょうか

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

11．わからない

１．知っている
し

２．知らない
し

１．これまでと同じように親しく付き合う
おな した つ あ

２．表面的には付き合うが、できるだけ付き合いを避けていく
ひょうめんてき つ あ つ あ さ

３．付き合いをやめてしまう
つ あ

４．その他（ ）
た

５．わからない

問14
とい

あなたは、日本の社会に「同和地区」「被差別部落」などと呼ばれ、差別を受けて
に ほ ん しゃかい ど う わ ち く ひ さ べ つ ぶ ら く よ さ べ つ う

いる地区があること、あるいは「同和問題」「部落問題」「部落差別」といわれてい
ち く ど う わもんだい ぶ ら くもんだい ぶ ら く さ べ つ

る問題があることを知っていますか。あてはまる番号に○をつけてください。
もんだい し ばんごう

問15
とい

日頃から親しく付き合っている職場の人や、近所の人が同和地区出身の人であるこ
ひ ご ろ した つ あ しょくば ひと きんじょ ひと どうわちくしゅっしん

とがわかったとき、あなたはどうしますか。あてはまる番号に一つだけ○をつけて
ばんごう ひ と つ

ください。

→ 問１５へお進みください
とい すす

→ 問１９（ １２ ページ）へお進みください
とい すす
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１．子どもの意志を尊重する
こ い し そんちょう

２．親としては反対するが、子どもの意志が固ければ仕方がない
おや はんたい こ い し かた し か た

３．家族や親戚などの反対があれば、結婚を認めない
か ぞ く しんせき はんたい けっこん みと

４．絶対に結婚を認めない
ぜったい けっこん みと

５．その他（ ）
た

６．わからない

１．結婚問題で周囲が反対すること
けっこんもんだい しゅうい はんたい

２．就 職の際や職場において不利な扱いをすること
しゅうしょく さい しょくば ふ り あつか

３．地域社会で不利な扱いをすること
ちいきしゃかい ふ り あつか

４．身元調査をすること
み も とちょうさ

５．差別的な発言をすること
さべつてき はつげん

６．差別的な落書きをすること
さべつてき ら く が

７．インターネットを利用して差別的な情報を掲載すること
り よ う さべつてき じょうほう けいさい

８．同和地区を避けるようなことを言ったり、したりすること
ど う わ ち く さ い

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

1１．わからない

問16
とい

同和地区出身の人との結婚についておたずねします。あなたにお子さんがいるとし
どうわちくしゅっしん ひと けっこん こ

て、その子どもの結婚しようとしている相手が、同和地区出身の人であると判かっ
こ けっこん あ い て どうわちくしゅっしん ひと わ

た場合、あなたは親としてどうしますか。あてはまる番号に一つだけ○をつけてく
ば あ い おや ばんごう ひと

ださい。

問17
とい

あなたは、同和問題で特に人権上問題があると思われるのはどのようなことです
どうわもんだい とく じんけんじょうもんだい おも

か。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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１．同和問題にかかる人権相談などを充実する
どうわもんだい じんけんそうだん じゅうじつ

２．学校や地域における人権教育を推進する
がっこう ち い き じんけんきょういく すいしん

３．広報紙・ＣＡＴＶや人権講演会などにより人権啓発を推進する
こうほうし じんけんこうえんかい じんけんけいはつ すいしん

４．市民一人ひとりが、同和問題について、正しい理解を深めるよう研修などをする
し み ん ひ と り ど う わもんだい ただ り か い ふか けんしゅう

５．同和地区の人たちが、積極的に行政や同和地区外の人に働きかけていく
ど う わ ち く ひと せっきょくてき ぎょうせい ど う わ ち く が い ひと はたら

６．同和地区以外の人たちが、交流を活発にし、まちづくりをすすめる
ど う わ ち く い が い ひと こうりゅう かっぱつ

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

１．外国人を、じろじろ見たり、避けたりすること
がいこくじん み さ

２．外国人の意見や行動を尊重しないこと
がいこくじん い け ん こうどう そんちょう

３．差別的な発言や行動をすること
さべつてき はつげん こうどう

４．住宅への入居が困難なこと
じゅうたく にゅうきょ こんなん

５．外国人が働ける場所や能力を発揮する機会が少ないこと
がいこくじん はたら ば し ょ のうりょく は っ き き か い すく

６．施設・道路・鉄道案内の外国語表記など、外国人にも暮らしやすいまちづくりが図られ
し せ つ ど う ろ てつどうあんない がいこくごひょうき がいこくじん く はか

ていないこと

７．外国語で対応できる行政相談窓口や病院・施設が少ないこと
がいこくご たいおう ぎょうせいそうだんまどぐち びょういん し せ つ すく

８．近隣や地域の人とのふれあいや理解を深める機会が少ないこと
きんりん ち い き ひと り か い ふか き か い すく

問18
とい

あなたは、同和問題を解決するためには、どのようなことが必要だと思いますか。
どうわもんだい かいけつ ひつよう おも

あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問19
とい

あなたは、外国人が地域社会で生活する上で、特に人権上問題があると思われる
がいこくじん ちいきしゃかい せいかつ うえ とく じんけんじょうもんだい おも

のはどのようなことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか



47

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

11．わからない

１．互いが、ともに暮らす市民であることの理解を深める教育・啓発を進める
たが く し み ん り か い ふか きょういく けいはつ すす

２．外国語による情報提供を充実させる
がいこくご じょうほうていきょう じゅうじつ

３．外国語による相談の場を増やす
がいこくご そうだん ば ふ

４．外国人のための日本語教室を充実させる
がいこくじん にほんごきょうしつ じゅうじつ

５．外国人のための福祉・医療等の制度を充実させる
がいこくじん ふ く し いりょうとう せ い ど じゅうじつ

６．外国人と日本人の相互理解と交流を進める
がいこくじん にほんじん そ う ご り か い こうりゅう すす

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

１．患者・感染者のプライバシーを守らないこと
かんじゃ かんせんしゃ まも

２．就 職の際や職場において不利な扱いをすること
しゅうしょく さい しょくば ふ り あつか

３．病院での治療や入院を断ること
びょういん ちりょう にゅういん ことわ

４．結婚を断ったり、周囲が結婚を反対すること
けっこん ことわ しゅうい けっこん はんたい

問20
とい

あなたは、外国人の人権を守るためには、どのようなことが必要だと思いますか。
がいこくじん じんけん まも ひつよう おも

あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問21
とい

あなたは、エイズ患者・HIV感染者に関することで、特に人権上問題があると思わ
かんじゃ かんせんしゃ かん とく じんけんじょうもんだい おも

れるのはどのようなことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回
ばんごう ふくすうかい

答可）
とう か
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５．無断でエイズ検査をすること
む だ ん け ん さ

６．差別的な発言や行動をすること
さべつてき はつげん こうどう

８．患者・感染者を避けるようなことを言ったり、したりすること
かんじゃ かんせんしゃ さ い

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

11．わからない

１．プライバシーに配慮した医療体制やカウンセリング体制を充実する
はいりょ いりょうたいせい たいせい じゅうじつ

２．患者・感染者への偏見や差別をなくすための啓発活動（街頭キャンペーン、テレビ新聞
かんじゃ かんせんしゃ へんけん さ べ つ けいはつかつどう がいとう しんぶん

広告、イベント等）
こうこく とう

３．エイズ・ＨＩＶに関する正しい知識を義務教育の中で児童生徒に教える
かん ただ ち し き ぎむきょういく なか じ ど う せ い と おし

４．患者・感染者を支援するため、行政、医療機関、ＮＧＯ等のネットワーク化を進める
かんじゃ かんせんしゃ し え ん ぎょうせい いりょうき か ん とう か すす

５．患者・感染者の生活を支援する
かんじゃ かんせんしゃ せいかつ し え ん

６．患者・感染者の治療費を援助する
かんじゃ かんせんしゃ ちりょうひ えんじょ

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

１．過剰な取材などによる、私生活の平穏を妨げることやプライバシーの侵害
かじょう しゅざい しせいかつ へいおん さまた しんがい

問22
とい

あなたは、エイズ患者・HIV感染者の人権を守るためには、どのようなことが必要
かんじゃ かんせんしゃ じんけん まも ひつよう

だと思いますか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
おも ばんごう ふくすうかいとうか

問23
とい

あなたは、犯罪被害者やその家族の人権問題について、特に問題があると思われる
はんざいひがいしゃ か ぞ く じんけんもんだい とく もんだい おも

のはどのようなことですか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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２．犯罪行為で受ける精神的・経済的負担
はんざいこうい う せいしんてき けいざいてきふ た ん

３．犯罪被害者等が人権侵害の相談をする公的相談機関の対応が十分でない
はんざいひがいしゃとう じんけんしんがい そうだん こうてきそうだんきかん たいおう じゅうぶん

４．事件に関する周囲からのうわさ話
じ け ん かん しゅうい ばなし

５．刑事裁判や手続きに犯罪被害者等の声が十分に反映されていない
けいじさいばん てつづき はんざいひがいしゃとう こえ じゅうぶん はんえい

６．捜査・刑事裁判で受ける精神的負担
そ う さ けいじさいばん う せいしんてきふ た ん

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

１．プライバシーに配慮した取材活動や報道
はいりょ しゅざいかつどう ほうどう

２．犯罪被害者等の安全の確保
はんざいひがいしゃとう あんぜん か く ほ

３．犯罪被害者等への国の十分な補償
はんざいひがいしゃとう くに じゅうぶん ほしょう

４．捜査や裁判の過程における配慮
そ う さ さいばん か て い はいりょ

５．犯罪被害者等に対する相談体制の充実
はんざいひがいしゃとう たい そうだんたいせい じゅうじつ

６．その他（ ）
た

７．特にない
とく

８．わからない

問24
とい

あなたは、犯罪被害者等の人権が守られるためには、どのようなことが必要だと思
はんざいひがいしゃとう じんけん まも ひつよう おも

いますか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問25
とい

あなたは、インターネット上（パソコン、スマートフォン、携帯電話）に関する
じょう けいたいで ん わ かん

ことで、特に人権上問題があると思われるのは、どのようなことですか。あては
とく じんけんじょうもんだい おも

まる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか
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１．他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等、人権を侵害する情報を掲載す
た に ん ひぼうちゅうしょう ひょうげん さ べ つ じょちょう ひょうげんとう じんけん しんがい じょうほう けいさい

ること

２．出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること
で あ けい はんざい ゆうはつ ば

３．悪質商法によるインターネット取引での被害
あくしつしょうほう とりひき ひ が い

４．捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真を掲載すること
そ う さ たいしょう みせいねんしゃ じつめい かおじゃしん けいさい

５．ネットポルノが存在すること
そんざい

６．その他（ ）
た

７．特にない
とく

８．わからない

１．インターネットによる人権侵害を受けた人のための相談体制を充実する
じんけんしんがい う ひと そうだんたいせい じゅうじつ

２．インターネット利用者やプロバイダ等に対して、個人のプライバシーや名誉に関する正
りようしゃ とう たい こ じ ん め い よ かん ただ

しい理解を深めるための教育・啓発活動を推進する
り か い ふか きょういく けいはつかつどう すいしん

３．学校や地域での学習（研修）する機会をつくる
がっこう ち い き がくしゅう けんしゅう き か い

４．プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める
とう たい じょうほう て い し さくじょ もと

５．違法な情報発信者に対する監視・取締りを強化する
い ほ う じょうほうはっしんしゃ たい か ん し とりしま きょうか

６．その他（ ）
た

７．特にない
とく

８．わからない

※この問における「プロバイダ等」とは、ホームページ等を管理しているインターネット接続事業者と
とい とう とう か ん り せつぞくじぎょうしゃ

します。

問26
とい

あなたは、インターネット上（パソコン、スマートフォン、携帯電話）における
じょう けいたいで ん わ

人権侵害を防ぐためには、どのようなことが必要だと思いますか。あてはまる番号
じんけんしんがい ふせ ひつよう おも ばんごう

に○をつけてください。（複数回答可）
ふくすうかいとうか
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１．学校
がっこう

２．講演会、研修会
こうえんかい けんしゅうかい

３．キャンペーン等のイベント
とう

４．広報紙
こうほうし

５．パンフレットなどの資料
しりょう

６．ポスター

７．インターネット

８．テレビ・ラジオ

９．映画・ビデオ
え い が

10．新聞・雑誌
しんぶん ざ っ し

11．本（雑誌以外）
ほん ざ っ し い が い

12．その他（ ）
た

13．特にない
とく

14．わからない

１．人権意識を高めるための市民啓発の充実
じんけんいしき たか し み んけいはつ じゅうじつ

２．学校や地域における人権教育の充実
がっこう ち い き じんけんきょういく じゅうじつ

３．社会に見られる不合理な格差を解消するための施策の充実
み ふ ご う り か く さ かいしょう し さ く じゅうじつ

４．教 職 員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など人権にかかわりの深い特定の職 業
きょうしょくいん ほ け ん いりょう ふ く しかんけいじゅうじしゃ こうむいん じんけん ふか とくてい しょくぎょう

に従事する人の人権意識の向上
じゅうじ ひと じんけんい し き こうじょう

問27
とい

あなたは、これまで人権問題に関する知識や情報を主として何から得ましたか。
じんけんもんだい かん ち し き じょうほう しゅ なに え

あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問28
とい

あなたは、人権が尊重される社会を実現するためには、今後どのような取組が必
じんけん そんちょう しゃかい じつげん こ ん ご とりくみ ひつ

要だと思いますか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
よう おも ばんごう ふくすうかいとうか
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５．企業における人権意識の向上
きぎょう じんけんい し き こうじょう

６．人権侵害に対する救済策の強化
じんけんしんがい たい きゅうさいさく きょうか

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

１．講演会、研修会
こうえんかい けんしゅうかい

２．キャンペーン等のイベント
とう

３．演劇やコンサート・映画会
えんげき えいがかい

４．ＣＡＴＶの活用
かつよう

５．「広報なんたん」での啓発記事の充実
こうほう けいはつ き じ じゅうじつ

６．パンフレットなどの資料配布
しりょうは い ふ

７．ポスターの掲出
けいしゅつ

８．ホームページによる情報の充実
じょうほう じゅうじつ

９．その他（ ）
た

10．特にない
とく

11．わからない

問29
とい

市ではこれまで人権についての理解を深めていただくためにさまざまな取組を進
し じんけん り か い ふか とりくみ すす

めていますが、あなたは、今後どのような取組を充実させていくべきだと思いま
こ ん ご とりくみ じゅうじつ おも

すか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいとうか

問30
とい

市民一人ひとりが、人権を尊重しあうために、あなたは何をすべきだと思います
し み ん ひ と り じんけん そんちょう おも

か。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）
ばんごう ふくすうかいと う か
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１．人権に対する正しい知識を身につけること
じんけん たい ただ ち し き み

２．時代錯誤の固定観念にとらわれないこと
じ だ い さ く ご こていかんねん

３．他人の立場や権利を尊重すること
た に ん た ち ば け ん り そんちょう

４．自分が生活している地域の人々を大切にすること
じ ぶ ん せいかつ ち い き ひとびと たいせつ

５．家庭が互いの立場や権利を大切にすること
か て い たが た ち ば け ん り たいせつ

６．職場で、人権を尊重する意識を高めあうこと
しょくば じんけん そんちょう い し き たか

７．その他（ ）
た

８．特にない
とく

９．わからない

人権問題や南丹市の人権施策などにご意見、ご要望などがございましたら、以下にご自由に
じんけんもんだい なんたんし じんけんしさく い け ん ようぼう い か じ ゆ う

お書きください。
か

アンケート調査は以上です。お忙しいところ、ご協 力いただきありがとうございまし
ちょうさ いじょう いそが きょうりょく

た。


